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どうなの？
医療に関する
疑問や苦情に
お答えします

こ れ っ て

医療に関する苦情相談センターからのお知らせ



は じ め に

愛知県医師会医療安全支援センター
（苦情相談センター）へは、

医療に関する様々な相談が寄せられています。

この小冊子は
苦情相談センターへ寄せられた相談の中から、

いくつかを選び、作成しました。

この小冊子をご活用になり、
患者さんと医師をはじめとする医療従事者が、

良好な信頼関係を作り、
患者さんが安心して医療機関へ受診できる

一助となれば幸いです。

公益社団法人愛知県医師会

目　次
Ⅰ. これってどうなの？

その他
領収証（書）の再発行
診断書の作成
セカンドオピニオン

Q20
Q21
Q22

…………………………P 21
……………………………………P 22

……………………………P 23

保険証に
関すること

健康保険加入手続き中の受診
健康保険証の提出

Q18
Q19

…………………P 19
………………………………P 20

医療費に
関すること

入院費について
手術料を請求された　
医療費領収証（書）の具体例（図1）
大きな病院へ受診したら別料金を請求された
インフルエンザ予防接種の料金
美容医療の料金
診断書の料金
時間外対応加算
夜間早朝等加算

Q10
Q11

Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

…………………………………P 10
……………………………P 11

…………P 12
…P 13

………………P 14
…………………………………P 15
……………………………………P 16
…………………………………P 17
…………………………………P 18

薬に
関すること

薬を返したい
薬で副作用が出た

Q 8
Q 9

……………………………………P 8
………………………………P 9

診療に
関すること

薬の処方・検査
医師の診察時間
診療拒否
救急外来や休日診療所における治療
病気のことをもっと相談したい

Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
Q 5

…………………………………P 1
…………………………………P 12

…………………………………………P 3
…………P 4

………………P 5

病状や治療の
説明に
関すること

患者本人に内緒で説明を受けたい
家族への説明

Q 6
Q 7

……………P 6
……………………………………P 7

………………………………………………………………P 24
……………………………………P 25

………………………………………………P 26～28

Ⅱ. 豆知識
Ⅲ. ご留意いただきたいこと
Ⅳ. 各種相談窓口



は じ め に

愛知県医師会医療安全支援センター
（苦情相談センター）へは、

医療に関する様々な相談が寄せられています。

この小冊子は
苦情相談センターへ寄せられた相談の中から、

いくつかを選び、作成しました。

この小冊子をご活用になり、
患者さんと医師をはじめとする医療従事者が、

良好な信頼関係を作り、
患者さんが安心して医療機関へ受診できる

一助となれば幸いです。

公益社団法人愛知県医師会

目　次
Ⅰ. これってどうなの？

その他
領収証（書）の再発行
診断書の作成
セカンドオピニオン

Q20
Q21
Q22

…………………………P 21
……………………………………P 22

……………………………P 23

保険証に
関すること

健康保険加入手続き中の受診
健康保険証の提出

Q18
Q19

…………………P 19
………………………………P 20

医療費に
関すること

入院費について
手術料を請求された　
医療費領収証（書）の具体例（図1）
大きな病院へ受診したら別料金を請求された
インフルエンザ予防接種の料金
美容医療の料金
診断書の料金
時間外対応加算
夜間早朝等加算

Q10
Q11

Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

…………………………………P 10
……………………………P 11

…………P 12
…P 13

………………P 14
…………………………………P 15
……………………………………P 16
…………………………………P 17
…………………………………P 18

薬に
関すること

薬を返したい
薬で副作用が出た

Q 8
Q 9

……………………………………P 8
………………………………P 9

診療に
関すること

薬の処方・検査
医師の診察時間
診療拒否
救急外来や休日診療所における治療
病気のことをもっと相談したい

Q 1
Q 2
Q 3
Q 4
Q 5

…………………………………P 1
…………………………………P 12

…………………………………………P 3
…………P 4

………………P 5

病状や治療の
説明に
関すること

患者本人に内緒で説明を受けたい
家族への説明

Q 6
Q 7

……………P 6
……………………………………P 7

………………………………………………………………P 24
……………………………………P 25

………………………………………………P 26～28

Ⅱ. 豆知識
Ⅲ. ご留意いただきたいこと
Ⅳ. 各種相談窓口



予約

Ⅰ これってどうなの？

Q1 Q2
患者が希望する薬の処方や
希望する検査を行ってほしい。

どうすればよいか？

忙しいので早く診察してほしい。
診察が遅いのではないか？

診療に関すること診療に関すること

診
療
に
関
す
る
こ
と

診
療
に
関
す
る
こ
と ○薬の処方や検査は、医師が患者さんの発熱や

腹痛の有無などの病状、年齢や性別、体重など
の個別性を考慮して、必要と判断した場合に行います。
○そのため、患者さんが希望した薬の処方・検査を受けら
れないこともあります。特定の薬や検査を希望する場
合は、まず医師にその旨を伝えてみましょう。
○納得がいかなければ医師とよく相談することが必要で
す。

○患者さんの病状・個別性により、ひとりひとりの診
察時間は異なります。3分で済む方もいれば、30分

以上かかる方もいます。長時間待っていただく場合もあり
ますが、原則的には順番をお待ちいただくことになります。
○予約制を採用している医療機関では、予約をされた患者さ
んが優先されますので、受診される前に電話で確認される
ことをおすすめします。しかし、すぐに治療が必要な重症の
患者さんであると医療機関が判断した場合は、その方を優
先して診察する場合もあります。

○ご負担をおかけする場合もありますが、ご理解とご協力を
お願いします。

AA
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Q3 Q4

医師が診療を拒否した。
法律違反ではないか？

救急外来や休日・夜間診療所では薬を数日分しか
処方してくれないので困ってしまう。
もう少し欲しいが、どうすればよいか？

診療に関すること診療に関すること

診
療
に
関
す
る
こ
と

診
療
に
関
す
る
こ
と ○「医師法」により医師は正当な事由がない限り診療を断るこ

とはできません。しかし、その医師の専門外の診療が必要と
なった場合や、より高度な検査や治療が必要であると判断された場合
は、適切な他の医療機関への受診をおすすめすることがあります。
○医師や看護師などに対する患者さんからの暴言・暴力やセクハラなど
によって、他の患者さんに迷惑がかかると判断される場合や、患者さ
んからの過剰な要求によって、安全で適切な医療を提供することが困
難であると医療機関側が判断した場合は、診療をお断りすることがあ
ります。
○診療は医師と患者さんの協力と信頼関係によって成り立つものです。
ご理解とご協力をお願いします。

○救急外来や休日・夜間診療所は、救急医療とし
て一時的な応急治療を目的としているため、薬

を出す日数は必要最小限に留められます。
○翌日以降、かかりつけ医などを受診して、継続した診療
を受けるようおすすめします。

AA
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Q5 Q6
医師や看護師に

自分の病気のことをもっと相談したい。
どうすればよいか？

患者本人に内緒で医師から病状を聞きたい。
家族だけに説明してもらえるか？

診療に関すること/病状や治療の説明に関すること診療に関すること/病状や治療の説明に関すること

病
状
や
治
療
の
説
明
に
関
す
る
こ
と

診
療
に
関
す
る
こ
と

○医療機関には多くの患者さんが受診されるので、限られ
た診療時間を有効に使わなければなりません。

○まず、医師や看護師に自分の病状を正しく伝えるために、「いつ
から」、「どこに」、「どのような症状がある」といったことを整理し
ておくことが大切です。
○「あれ」、「これ」、「それ」など抽象的な言葉では、患者さんの症状
が医師に正しく伝わらないため、適切な診断や治療ができない
場合もあります。

○伝えたいこと、相談したいことなどは、あらかじめメモなどに整
理して、それを見ながら医師の診察を受けるとよいでしょう。
○飲んでいる薬がある場合は、『お薬手帳』や『薬剤情報提供書』を
提示してください。

○転院する場合は、診療情報提供書(いわゆる紹介状)を持参して
ください。これまでの治療内容が良くわかり、次の診療に活かす
ことができます。
○患者さん用の相談窓口が設けられている医療機関もあります。
そういった窓口を利用することもよいでしょう。

○病名や病状は患者さんによっては、もっとも他
人に知られたくない個人情報です。

○そのためご家族の方への説明は「個人情報の保護に関
する法律」（いわゆる個人情報保護法）に基づき、原則
として患者さん本人の了解がなければできません。
○但し、医師は患者さんの年齢や理解能力（認知能力）、
病状など個別の事情に配慮し、患者さん本人とは別に
ご家族の方に説明をすることがあります。主治医とよく
相談されるとよいでしょう。

A

A
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￥

Q7 Q8

入院中の患者の病状説明を、家族ひとりひとりに
行ってほしい。どうすればよいか？

2週間分の薬を処方されたが、余っている。
残りの薬を返品したい。

薬
に
関
す
る
こ
と

病
状
や
治
療
の
説
明
に
関
す
る
こ
と

病状や治療の説明に関すること/薬に関すること病状や治療の説明に関すること/薬に関すること

○医師の病状説明は、患者さん本人への説明が
最も優先されます。

○患者さん本人への説明のほかに、ご家族ひとりひとり
に個別に説明することは、多忙な医師にとって物理的
な限界があります。
○ご家族の方は代表者を決めて、その方を中心にきちん
と説明を受けることが重要です。

○患者さんに渡された薬は、患者さん固有の病状
に応じて処方されており、たとえ処方された薬

が余ったとしても、返品や返金はできません。
○余った薬を患者さん以外の他人が使用すること（例え
ば大人用の薬を小児へ使用することなど）は、大変危
険ですので絶対にやめてください。
○余った薬を他人へ譲渡や転売することは「医薬品、医療
機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律」で禁じられています。
○余った薬の廃棄については、医療機関や調剤薬局の窓
口でご相談ください。

AA
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Q9

医師から処方された薬で体が痒くなった。
医師に責任はないのか？

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

薬
に
関
す
る
こ
と

薬に関すること/医療費に関すること薬に関すること/医療費に関すること

○薬には有効な作用とともに必ず副作用があります。
薬の副作用が出たからといって、直ちに医師の責任

を問えるものではありません。
○少しでも心配なときは、遠慮なく副作用について医師に相談
してください。医師は適切な対応やアドバイスを行います。
○院外処方を受けている場合は、調剤薬局などの薬剤師に相
談することも可能です。

○薬を適正に使用したにもかかわらず、薬の副作用により重篤
な健康被害が生じた際に、その治療に要した医療費などが給
付される「医薬品副作用被害救済制度」を活用できる場合が
あります。

A

Q10
夜間に救急外来を受診し、

そのまま入院、翌日退院したが、
2日分の入院費用を請求された。どういうことか？

○健康保険のルールでは、入院費用は午前0時を
基準として、1日ごとに算定されます。

○例えば1月1日午後10時に入院し、1月2日午前9時に
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❶初・再診料と記載されていますが、毎回初診料が算定され
ているのではありません

❷管理料にはさまざまな種類があり、窓口で説明を受けられ
ます

❸骨折の修復術やブロック注射も分類上、手術の項目で請求
されます

❹処方箋が交付された場合は、投薬の項目で処方箋料が請
求されます

❺大きな病院へ紹介状なしで受診した場合等、選定療養費が
請求されます

厚生労働省保険局長通知（保発第0305第2号 平成26年3月5日）4頁より

Q11
骨折の疑いで受診したが、

ギプスで固定しただけで手術料を請求された。
おかしくないか？

○一般的には手術と思われていないものが、健康
保険のルールでは手術の項目に該当する場合

があります。たとえば、骨折の整復やギプス固定など
は、手術として算定されているので、患者さんが受け取
った領収証（書）には手術として記載されます。
○領収証（書）に関する疑問点は医療機関の会計窓口で
説明を受けることができます。

　【P.12　図1を参照】
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確認

Q12
大きな病院にはじめて受診したら、
健康保険の自己負担分とは

別の料金を請求された。どういうことか？

Q13

インフルエンザ予防接種の料金が
医療機関ごとに違うのはなぜか？

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

医療費に関すること医療費に関すること

○他の医療機関からの診療情報提供書(いわゆる紹
介状)を持たずに大きな病院（200床以上）を受診し

た場合、健康保険の一部負担金とは別に、自己負担金（選定
療養費）が必要となります。
○病院によって、自己負担金(選定療養費)に違いがあるため、
受診前に電話で確認しておくとよいでしょう。
○病院と診療所の機能分担を図るため、病気になったら、はじ
めにかかりつけ医を受診し、必要に応じて大きな病院を受
診するようにすすめられています。かかりつけ医からの診療
情報提供書(いわゆる紹介状)を持って大きな病院を受診す
れば、自己負担金（選定療養費）は不要となります。

○インフルエンザ予防接種は、健康保険による保
険診療ではないため、費用は各医療機関で自

由に設定できます。そのために医療機関ごとに違って
いるのです。
○予防接種を希望する際は、事前に料金や接種可能な日
時などを医療機関に確認することをおすすめします。

A A
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Q14 Q15
診断書の料金は

医療機関によって異なるのは、なぜか？
医師会で料金を決めることはできないのか？

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

美容整形に関する治療を受けたが、
当初の約束と違い、高額な料金を請求された。

違法ではないか？

医療費に関すること医療費に関すること

○美容整形に関する治療は、健康保険による保険
診療ではなく自由診療となっているため全額自

己負担となります。費用は各医療機関で自由に設定で
きるため、医療機関ごとに異なります。
○治療を受ける際は、事前に治療に関するリスク、メリッ
ト、料金などについてきちんと説明を受け、納得された
上で受けることが必要です。 ○医師会が診断書の料金を一律に決定することは、「私的独占の

禁止及び公正取引の確保に関する法律」(いわゆる独占禁止法)
により禁止されているため、各医療機関が個別に料金を設定しています。
○診断書の作成を依頼する前に、
　◆ 診断書の種類（一般診断書や生命保険の診断書など）
　◆ 証明する期間（いつからいつまで）
　◆ 何通必要か
　などを医療機関の事務職員などへ伝え、料金や作成までの日数を確認さ
れることをおすすめします。
○診断書は、医学的に妥当であると医師が認めた内容の記載になるため、
必ずしも患者さんの希望通りの内容とはならないことをご留意ください。
【P.22　Q21を参照】

A

A

「バストを大きくしたい」「目を二重にしてみたい」「レーザー脱毛は本当に安全だろ
うか」「どの医師にかかってよいかわからない」などなど、大切な体のことですから、
手術を受ける前にいろいろな不安があることでしょう。
そんなときは迷わずに専門家にお電話ください。当協会では、適正認定医のボラン
ティアによる電話相談を行っております。また、手術を受けたが思わしくなかった方
に対しても、全国各地の協会の医師を紹介しております。お気軽にご相談ください。

術前、術後についてご相談ください

TEL ： 03-3239-9710 受付時間  毎週木曜日（午後7時～午後8時半）

日本美容医療協会 夜間電話相談室

公益社団法人日本美容医療協会では以下の相談窓口を開設しています。
公益社団法人日本美容医療協会ホームページ
http://www.jaam.or.jp/soudan/tel.htmlより転載
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￥＋ ￥

Q16
診療時間内に受付をしたのに、
時間外対応加算を請求された。

間違いではないか？

Q17
土曜日の午後0時10分に受診したが、
夜間・早朝等加算を請求された。

夜間でも早朝でもないのになぜ請求されるのか？

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

医
療
費
に
関
す
る
こ
と

医療費に関すること医療費に関すること

○時間外対応加算は、患者さんからの休日・夜間
等の問い合わせなどに対応する体制を整えて

いる診療所では、法律（健康保険法など）によって診療
時間内・時間外を問わず患者さんへ請求する事になっ
ています。
○時間外対応加算は、地方厚生局に届け出た診療所が
対象となるため、請求される診療所と請求されない診
療所があります。

○夜間・早朝等加算は、法律（健康保険法など）に 
　よって診療所に表示されている診療時間内に

受診しても以下の場合に請求されます。
　◆ 平日の午前6時から午前8時の間、
　　 　　　午後6時から午後10時の間
　◆ 土曜日の午前6時から午前8時の間、
　　 　　　　午後0時から午後10時の間
　◆ 日曜日、祝日の午前6時から午後10時の間
○夜間・早朝等加算は、地方厚生局に届け出た診療所が
対象となるため、請求される診療所と請求されない診
療所があります。

A A
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子ども医療証
健康保険

証

Q18
健康保険の加入手続き中に受診したら健康保険が
使用できず、全額自費での支払いを求められた。
健康保険の加入手続き中は健康保険での治療は

受けられないのか？

Q19
「子ども医療証」を提出したら、
保険証の提出も必要と言われた。

なぜ「子ども医療証」だけではいけないのか？

保
険
証
に
関
す
る
こ
と

保
険
証
に
関
す
る
こ
と

保険証に関すること保険証に関すること

○健康保険で治療を受ける場合は、「被保険者証
（いわゆる保険証）」を提出しなければならない

と法律(健康保険法施行規則など)で定められていま
す。保険証がなければ原則として保険診療を受けるこ
とはできませんので、全額自費での診療を受けていた
だくこととなります。
○支払った医療費は、患者さんの加入する健康保険の保
険者に対して「療養費支給申請」をすることで払い戻し
を受けることができます。
○但し、健康保険で認められない医療費（例えば美容整
形など）は払い戻し対象にはなりません。詳細は保険者
に確認してください。
○医療費を全額自費でお支払いいただき、後日、保険証
を医療機関に提出することで精算できる場合もありま
すが、医療機関ごとに対応が異なります。

○「子ども医療証」は、法律（健康保険法など）で定められ
ている健康保険の一部負担金の助成を行うためのもの

です（名称や助成の有無、助成額は市町村によって異なります）。
○そのために保険証の提出が必要であり、これがない場合は、原
則として保険診療を受けることはできませんので、自費で診療を
受けていただくこととなります。
○「子ども医療証」に限らず、「高齢者受給者証」や「障害者医療証」
などの公費負担制度を活用される方も、保険証の提出がなけれ
ば保険診療は受けられません。
○保険証は原本の提出が必要です。コピーでは不正使用の可能性
があるため原則として認められません。

A

A
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Q20

以前に受診した際の領収書の再発行を求めたが、
発行してもらえない。どういうことか？

Q21
医師に診断書の作成を依頼したが、

希望するような内容の診断書を書いてくれなかった。
どういうことか？

そ
の
他

そ
の
他

その他その他

○領収証（書）の再発行は医療機関の義務ではあ
りません。一度発行された領収証（書）は無くさ

ないよう大切に保管してください。
○領収証（書）を無くした場合、医療機関によっては医療
費の支払い証明書（有料の場合があります）を発行する
場合もあります。

○医師には診断書を発行する義務があり、その内容
は、医師が診断した結果を記載しなければなりません。

○そのため、患者さんやご家族が求める診断書の内容と、医師
が診断した内容が異なる場合は、医師は「あなたが希望する
ような内容の診断書は書けません。」とご説明することがあ
ります。
○診断書の作成には費用がかかり、日数がかかる場合がありま
す。あらかじめ医療機関の事務職員などへ、料金や作成まで
の日数を確認されることをおすすめします。

　【P.16　Q15を参照】

A A
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そ
の
他

その他その他 Ⅱ 豆 知 識

Q22
手術を受けることになったが、

迷っているので他の医師の話も聞きたい。
どうしたらよいか？

○まずは主治医に患者さん自身の考えをきちんと伝え
てください。主治医からの説明を十分に理解したう

えで他の医師の意見(セカンドオピニオン)を聞いてみたい旨
を伝えてください。

○セカンドオピニオンを受けるには、主治医が作成する診療情
報提供書(いわゆる紹介状)やそれまでの検査結果などの資
料が必要です。その資料の準備に対する費用には健康保険
が適用されます。

○セカンドオピニオンは基本的に保険診療ではないため全額自
費となります。セカンドオピニオンを受ける予定の医療機関
にあらかじめ連絡し、必要な資料や手続き方法、料金などを
確認してください。

○セカンドオピニオンは主治医からの情報をもとに、他の医師
の意見を聞くものです。別の治療法などが提案される場合も
ありますが、主治医の診断や治療方針を否定するものではあ
りません。

A

インターネットで医療機関を検索できます。

あいち医療情報ネット

豆 知 識3

愛知県医師会では、県民の皆様方の健康増進等についてお
手伝いをいたしております。その一つとして、定期的に「健康
教育講座」を開催しています。受講は無料です。

052-241-4139
https://www.aichi.med.or.jp/rd/health/

問い合わせ先：愛知県医師会医療業務部第２課

豆 知 識1

県民の「誰もが・いつでも・どこでも」正しい健康情報を手に入れ
られるよう健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」を開設し
ています。健康教育講座のWeb動画配信、健康に関するセミ
ナーやイベント情報の配信、健康コラムの配信など、愛知県民
の健康づくりに役立つ情報を提供しています。
https://ssl .aichikenkonavi.com/

豆 知 識2
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Ⅳ 各種相談窓口Ⅲ ご留意いただきたいこと・
医療機関が困ってしまうこと

TEL : ０５２-９６２-８０２０  平日 １３時から１５時
■ 愛知県歯科医師会　県民歯科相談

TEL : 090-1412-1138 
月曜日から土曜日（年末年始・盆・祝日などを除く）
１３時３０分から１６時３０分

■ 愛知県助産師会　女性の健康なんでも相談

①＃８０００（短縮番号） ②０５２－９６２－９９００
毎日 １９時から翌朝８時まで

■ 小児救急電話相談

TEL : ０５２-971-２888  平日 ９時から１２時・１３時から1７時
■ 愛知県薬剤師会　お薬相談室

皆さまのご協力をお願いします

❶ 医療機関内での大きな声はご遠慮下さい。
他にも患者さんがいらっしゃいますので、大きな声に驚い
て病状を悪化させる危険性があります。医療機関の性質
上、できるだけ静かな環境を保つ必要があることをご理解
下さい。

医師に聞きたいことがあれば、質問を箇条書きにしたメモ
を持って行くとよいでしょう。また、医師や医療従事者から
の説明がよく理解できない時は、率直に「分からない」と伝
えることで、誤解を未然に防ぐことができます。

❹ 自分の病気は自分自身で把握しましょう。

病状によっては、一刻も早く治療を開始した方がよい場合
もあります。医療機関から連絡しても連絡が取れないと
困ってしまいますので、受診して結果を確認するようご留
意ください。

❸ 検査結果は受診してきちんと確認して下さい。

説明を受けるためであっても、ひとりの患者さんに長時間
対応すると、医療機関の機能が低下する場合があり、結果
として、他の患者さんの迷惑になることがありますのでご
理解ください。

❷ 医師や医療従事者を長時間拘束しないで下さい。

TEL : ０５２-２４１-４１４４  平日 ９時から１７時
https://www.aichi.med.or.jp/rd/counsel/

■ 愛知県医師会難病相談室

TEL : ０５２-２６３-１１３３  ３６５日 ２４時間対応
http://www.qq.pref.aichi.jp/

■ 愛知県救急医療情報センター

25 26



Ⅳ 各種相談窓口Ⅲ ご留意いただきたいこと・
医療機関が困ってしまうこと

TEL : ０５２-９６２-８０２０  平日 １３時から１５時
■ 愛知県歯科医師会　県民歯科相談

TEL : 090-1412-1138 
月曜日から土曜日（年末年始・盆・祝日などを除く）
１３時３０分から１６時３０分

■ 愛知県助産師会　女性の健康なんでも相談

①＃８０００（短縮番号） ②０５２－９６２－９９００
毎日 １９時から翌朝８時まで

■ 小児救急電話相談

TEL : ０５２-971-２888  平日 ９時から１２時・１３時から1７時
■ 愛知県薬剤師会　お薬相談室

皆さまのご協力をお願いします

❶ 医療機関内での大きな声はご遠慮下さい。
他にも患者さんがいらっしゃいますので、大きな声に驚い
て病状を悪化させる危険性があります。医療機関の性質
上、できるだけ静かな環境を保つ必要があることをご理解
下さい。

医師に聞きたいことがあれば、質問を箇条書きにしたメモ
を持って行くとよいでしょう。また、医師や医療従事者から
の説明がよく理解できない時は、率直に「分からない」と伝
えることで、誤解を未然に防ぐことができます。

❹ 自分の病気は自分自身で把握しましょう。

病状によっては、一刻も早く治療を開始した方がよい場合
もあります。医療機関から連絡しても連絡が取れないと
困ってしまいますので、受診して結果を確認するようご留
意ください。

❸ 検査結果は受診してきちんと確認して下さい。

説明を受けるためであっても、ひとりの患者さんに長時間
対応すると、医療機関の機能が低下する場合があり、結果
として、他の患者さんの迷惑になることがありますのでご
理解ください。

❷ 医師や医療従事者を長時間拘束しないで下さい。

TEL : ０５２-２４１-４１４４  平日 ９時から１７時
https://www.aichi.med.or.jp/rd/counsel/

■ 愛知県医師会難病相談室

TEL : ０５２-２６３-１１３３  ３６５日 ２４時間対応
http://www.qq.pref.aichi.jp/

■ 愛知県救急医療情報センター

25 26



TEL : ０５２-９５１-２８８１  毎日 ９時から１６時３０分
■ あいちこころほっとライン３６５

TEL : ０５２－２４１－４１６３  平日 ９時から１２時・１３時から１６時
https://www.aichi.med.or.jp/rd/support-center/

■ 愛知県医師会医療安全支援センター
     （苦情相談センター）

TEL : ０５２-９５４-６３１１  
平日 ９時から１２時・１３時から１７時

■ 愛知県医療安全支援センター　
     （所管：名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市以外の県内医療機関）

TEL : ０５２-９７２-２６３４  
平日 ８時４５分から１２時・１３時から１７時１５分

■ 名古屋市医療安全相談窓口
     （所管：名古屋市内の医療機関）

TEL : ０５３２-３９-９１０２  
平日 ８時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 豊橋市医療安全相談窓口
     （所管：豊橋市内の医療機関）

TEL : ０５６４-２３-５０８９  
平日 8時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 岡崎市医療安全相談窓口
     （所管：岡崎市内の医療機関）

TEL : ０５６５-３４-６７７６  
平日 ８時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 豊田市医療安全支援センター
     （所管：豊田市内の医療機関）

TEL : ０５２-６８１-９９００  ３６５日 ２４時間対応
緊急に受診等が必要な時に医療機関等を案内します。

■ 愛知県精神科救急情報センター

※かかりつけの医療機関がある方は、
　まずはかかりつけ医療機関へ相談してください。

愛知県下の医療安全支援センター

他の医療安全支援センター

愛知県医師会では、医療に関する苦情相談に対応するた
めに、相談窓口を開設しております。
※美容、歯科、鍼灸などに関するご相談、県外の医療機関へのご相談
や、匿名でのご相談は原則お受けしておりません。
※この相談事業は愛知県医療安全対策推進事業の委託により行ってい
ます。

TEL : ０５２-９６２-５３７７
平日 ９時から１２時・１３時から１６時３０分
対象：名古屋市を除く愛知県の方

■ 愛知県精神保健福祉センター（精神保健福祉相談）

27 28



TEL : ０５２-９５１-２８８１  毎日 ９時から１６時３０分
■ あいちこころほっとライン３６５

TEL : ０５２－２４１－４１６３  平日 ９時から１２時・１３時から１６時
https://www.aichi.med.or.jp/rd/support-center/

■ 愛知県医師会医療安全支援センター
     （苦情相談センター）

TEL : ０５２-９５４-６３１１  
平日 ９時から１２時・１３時から１７時

■ 愛知県医療安全支援センター　
     （所管：名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市以外の県内医療機関）

TEL : ０５２-９７２-２６３４  
平日 ８時４５分から１２時・１３時から１７時１５分

■ 名古屋市医療安全相談窓口
     （所管：名古屋市内の医療機関）

TEL : ０５３２-３９-９１０２  
平日 ８時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 豊橋市医療安全相談窓口
     （所管：豊橋市内の医療機関）

TEL : ０５６４-２３-５０８９  
平日 8時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 岡崎市医療安全相談窓口
     （所管：岡崎市内の医療機関）

TEL : ０５６５-３４-６７７６  
平日 ８時３０分から１２時・１３時から１７時

■ 豊田市医療安全支援センター
     （所管：豊田市内の医療機関）

TEL : ０５２-６８１-９９００  ３６５日 ２４時間対応
緊急に受診等が必要な時に医療機関等を案内します。

■ 愛知県精神科救急情報センター

※かかりつけの医療機関がある方は、
　まずはかかりつけ医療機関へ相談してください。

愛知県下の医療安全支援センター

他の医療安全支援センター

愛知県医師会では、医療に関する苦情相談に対応するた
めに、相談窓口を開設しております。
※美容、歯科、鍼灸などに関するご相談、県外の医療機関へのご相談
や、匿名でのご相談は原則お受けしておりません。
※この相談事業は愛知県医療安全対策推進事業の委託により行ってい
ます。

TEL : ０５２-９６２-５３７７
平日 ９時から１２時・１３時から１６時３０分
対象：名古屋市を除く愛知県の方

■ 愛知県精神保健福祉センター（精神保健福祉相談）
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公益社団法人愛知県医師会
医療安全支援センター
［苦情相談センター］

平成31年4月改訂

どうなの？
医療に関する
疑問や苦情に
お答えします

こ れ っ て

医療に関する苦情相談センターからのお知らせ


